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令和３年７月 

農林水産省 

 

公共サービス改革法に基づく「水産物流通調査業務のうち産地水産物用途別出

荷量調査及び冷蔵水産物在庫量調査」の落札者の決定及び契約の締結について 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「法」 

という。）に基づく民間競争入札を行った「水産物流通調査業務のうち産地水産物用途別出

荷量調査及び冷蔵水産物在庫量調査」については、次のとおり落札者を決定し、契約を締結

したので公表します。 

 

１ 落札者の決定について 

(1) 落札決定日 

令和３年４月１日 

(2) 落札者の名称 

株式会社インテージリサーチ 

(3) 落札金額 

55,000,000 円（税込） 

(4) 総合評価点 

223.59 点 

※総合評価点（360 点満点） ＝ 技術点（240 点満点）＋価格点（120 点満点） 

(5) 落札者決定の経緯及び理由 

落札者の決定については、総合評価落札方式による一般競争入札を実施したところ

であり、技術点については、入札者（２者）から提出された提案書を評価項目に基づき

審査を行い、いずれの入札者も必須項目について基準を全て満たしていた。 

令和３年２月 26 日に開札を行い、予定価格の範囲内で総合評価点（技術点と価格点

の合計点）の高い者を落札者とした。 

 

２ 契約締結について 

(1) 契約締結日 

令和３年４月１日 

(2) 契約の相手方の住所、名称及び代表者の氏名 

東京都東久留米市本町１－４－１ 

株式会社インテージリサーチ 

代表取締役社長 小田切 俊夫 

(3) 契約金額 

上記１の(3)の金額と同じ。 

(4) 水産物流通調査業務のうち産地水産物用途別出荷量調査及び冷蔵水産物在庫量調査

に係る業務内容及びその実施に当たり確保されるべき質 

ア 業務の内容 
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実査準備（調査関係用品の印刷、調査対象への協力依頼・確定）、実査（調査関係

用品の配布、調査対象からの問合せ・苦情等の対応、調査票の回収・督促）、審査（調

査票の審査、調査対象への疑義照会）、集計（調査票データの集計、結果表の作成、

審査）及び、調査対象への謝礼支給。 

イ 業務の実施に当たり確保されるべき質 

(ｱ) 本業務の実施に当たり、農林水産省と調整した上、スケジュールに沿って確実に

業務を実施すること。 

(ｲ) 照会対応業務においては、民間事業者が作成する問合せ、苦情等対応マニュアル

に沿って対応すること。 

(ｳ)  一連の業務（督促業務等）を通じ、各年又は各月の基準日（調査票の提出期日）

における調査票の回収率が、過去３年の調査の実績値を基に定めた目標回収率（産

地水産物用途別出荷量調査は 100％、冷蔵水産物在庫量調査は 96％）を達成するこ

と（民間事業者の責に依らない理由（天災地変、調査対象の廃業等による連絡不能

等）により、農林水産省が調査不能と判断した調査対象を除く。）。 

(ｴ) 調査票、結果表、第１報の統計表及び報告書統計表の審査・検討は、審査事項一

覧表の審査項目全てについて確実に審査を行うこと。 

なお、調査票、結果表等の審査について、民間事業者は次のａ及びｂのとおり、

農林水産省の依頼に応じ、迅速かつ的確に対応すること。 

ａ 農林水産省が調査票のデータ、集計値等の確認を求めた場合は応じること。 

ｂ 農林水産省から疑義照会を受けた場合は、必要に応じて調査対象に疑義照会

を行い、修正が生じた場合には調査票、結果表等の内容の修正を行うこと。 

(5) 実施期間 

令和３年４月１日から令和６年３月 31 日まで 

(6) 民間事業者が国に対して報告すべき事項、秘密を適切に取り扱うために必要な措置

その他の業務の適正かつ確実な実施の確保のために契約により民間事業者が構ずべき

措置 

ア 報告 

本業務の遂行に当たって求められる質の確保がなされていることを確認するため、

民間事業者は、次の表の左欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる期日までに

農林水産省に報告すること。 

また、農林水産省は、報告を受け、業務の適正かつ確実な実施を確保するため、必

要に応じ民間事業者との情報交換の場を設けるものとする。 

 

 

報告事項 報告期日 

調査拒否等報告 産地水産物用途別出荷量調査：随時 

冷蔵水産物在庫量調査：随時 

問合せ、苦情等対応状況 産地水産物用途別出荷量調査：４月 10 日 

冷蔵水産物在庫量調査：調査実施月の翌月の５日 
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調査票回収・督促状況 産地水産物用途別出荷量調査：４月 10 日 

冷蔵水産物在庫量調査：調査実施月の翌月５日 

疑義照会状況 産地水産物用途別出荷量調査：４月 10 日 

冷蔵水産物在庫量調査：調査実施月の翌月５日 

勤務体制表 産地水産物用途別出荷量調査：４月 10 日 

冷蔵水産物在庫量調査：調査実施月の翌月５日 

事業報告書  

 令和３年調査 令和４年３月 31 日 

令和４年調査 令和５年３月 31 日 

令和５年調査 令和６年３月 31 日 

 

 

イ 秘密の保持 

民間事業者は、本業務に関して農林水産省が開示した情報等（公知の事実等を除

く。）及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないもの

とし、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者（その者が法人である場合に

あっては、その役員）若しくはその職員、その他の本業務に従事している者又は従事

していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が

秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第 54 条により罰則の適用がある。 

なお、当該情報等を本業務以外の目的に使用又は第三者に開示してはならない。 

ウ 請負業務の開始及び中止 

(ｱ) 請負業務の開始 

民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開

始しなければならない。 

(ｲ) 本業務の中止 

民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あ

らかじめ、農林水産省の承認を受けなければならない。 

エ 公正な取扱い 

(ｱ) 民間事業者は、本業務の実施に当たって、調査対象を具体的な理由なく区別して

はならない。 

(ｲ) 民間事業者は、調査対象の取扱いについて、自らが行う他の事業の利用の有無に

より区別してはならない。 

オ 金品等の授受の禁止 

民間事業者は、本業務において金品等を受け取ること又は与えることをしてはな

らない。ただし、調査対象への謝礼支給は除く。 

カ 宣伝行為の禁止 

(ｱ) 本業務の宣伝 

民間事業者及び本業務に従事する者は、「農林水産省統計部生産流通消費統計課

消費統計室」や「水産物流通調査」、「産地水産物用途別出荷量調査」及び「冷蔵水
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産物在庫量調査」の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利

用すること（一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一

つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。）及び当該自ら行う業務が水産物

流通調査の業務の一部であるかのように誤認させるおそれのある行為をしてはな

らない。 

(ｲ) 自らが行う事業の宣伝 

民間事業者は、本業務の実施に当たって、自らが行う事業の宣伝を行ってはなら

ない。  

キ 法令の遵守 

民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなく

てはならない。 

ク 安全衛生 

民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、

責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 

ケ 記録及び帳簿 

民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、翌年度

より５年間保管しなければならない。 

コ 権利の譲渡 

民間事業者は、原則として、本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者

に譲渡してはならない。 

サ 権利義務の帰属等 

(ｱ) 印刷物の制作上で発生した著作権及び電子データ等の所有権は農林水産省に帰

属する。 

(ｲ) 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、農林

水産省の承認を受けなければならない。 

シ 契約によらない自らの事業の禁止 

民間事業者は、本業務を実施するに当たり、農林水産省の許可を得ることなく自ら

行う事業又は農林水産省以外の者との契約（農林水産省との契約に基づく事業を除

く。）に基づき実施する事業を行ってはならない。 

ス 取得した個人情報の利用の禁止 

民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は農林水産省

以外の者との契約（本業務を実施するために締結した他の者との契約を除く。）に基

づき実施する事業に用いてはならない。 

セ 再委託の取扱い 

(ｱ) 全部委託の禁止 

民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはなら

ない。 

(ｲ) 再委託の合理性等 

民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合

は、原則としてあらかじめ提案書において、再委託に関する事項（再委託先の住
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所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要

性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法）について記

載しなければならない。 

(ｳ) 契約後の再委託 

民間事業者は、契約後やむを得ない事情により(ｲ)に記載のない再委託を行う

場合には、再委託に関する事項を明らかにした上で農林水産省の承認を受けなけ

ればならない。 

(ｴ) 再委託先からの報告 

民間事業者は、(ｲ)又は(ｳ)により再委託を行う場合には再委託先から必要な報

告を徴収することとする。 

(ｵ) 再委託先の義務 

再委託先は、イ及びエからスまでに掲げる事項について、民間事業者と同様の

義務を負うものとする。 

(ｶ) 民間事業者の責任 

民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合は、全て民間事業者の責任にお

いて行うものとし、再委託先の責めに帰すべき事由は、民間事業者の責めに帰す

べき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。 

(ｷ) 民間事業者は、本業務の実施に当たり、再委託先の事業者に再々委託をさせて

はならない。 

ソ 契約内容の変更  

民間事業者及び農林水産省は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを

得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由

を提出し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに、法第 21 条の規定に基づく手

続を適切に行わなければならない。 

ただし、農林水産省は、法令改正等により業務内容等に変更が生じるときは、民間

事業者にその旨を通知するとともに、民間事業者と協議の上、法第 21 条の手続を要

せず契約を変更することができる。 

タ 契約の解除 

農林水産省は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除すること

ができる。 

(ｱ) 法第 22 条第１項第１号イからチ又は同項第２号に該当するとき。 

(ｲ) 暴力団員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったと

き。 

(ｳ) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明

らかになったとき。 

チ 契約解除時の取扱い 

(ｱ) 契約解除時の請負報酬の支払 

タに該当し、契約を解除した場合には、農林水産省は民間事業者に対し、当該契

約の解除の日までに本業務を契約に基づき実施した期間に係る請負報酬を支払う。 

(ｲ) 契約解除時の違約金と本業務の完了 
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タに該当し、契約を解除した場合、民間事業者は、契約金額から消費税及び地方

消費税に相当する金額並びに(ｱ)の請負報酬を控除した金額の 100 分の 10 に相当

する金額を違約金として農林水産省が指定する期日までに納付するとともに、農

林水産省との協議に基づき、本業務の処理が完了するまでの間、責任を持って当該

処理を行わなければならない。 

(ｳ) 延滞金 

農林水産省は、民間事業者が前項の規定による金額を農林水産省の指定する期

日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日ま

での日数に応じて、年 100 分の３の割合で計算した金額を延滞金として納付させ

ることができる。 

(ｴ) 損害賠償 

農林水産省は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をす

ることができる。なお、農林水産省から民間事業者に損害賠償を請求する場合にお

いて、原因を同じくする支払済みの違約金がある場合には、当該違約金は原因を同

じくする損害賠償について、支払済額とみなす。 

ツ 不可抗力免責 

民間事業者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により請負事業の全部若しくは一

部の履行が遅延又は不能となった場合は当該履行遅延又は履行不能による責任を負

わないものとする。 

テ 契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と農林水産省

が協議するものとする。 

(7) 契約により民間事業者が負うべき責任等 

本契約を履行するに当たり、民間事業者が、故意又は過失により第三者に損害を加え

た場合における、当該損害に対する賠償等については、次に定めるところによるものと

する。 

ア 民間事業者に対する求償 

農林水産省が国家賠償法（昭和 22 年法律第 125 号）第１条第１項等に基づき当該

第三者に対する賠償を行ったときは、農林水産省は民間事業者に対し、当該第三者に

支払った損害賠償額（当該損害の発生について農林水産省の責めに帰すべき理由が

存する場合は、農林水産省が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）

について求償することができる。 

イ 農林水産省に対する求償 

民間事業者が民法（明治 29 年法律第 89 号）第 709 条等に基づき当該第三者に対

する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について農林水産省の責めに帰す

べき理由が存するときは、当該民間事業者は農林水産省に対し、当該第三者に支払っ

た損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償する

ことができる。 

ウ その他 

(ｱ) 民間事業者が本契約に違反したことによって、又は民間事業者（その者が法人で
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ある場合にあっては、その役員）若しくはその職員その他の本契約の履行に従事す

る者が故意若しくは過失によって農林水産省に損害を与えたときは、民間事業者

は、農林水産省に対する当該損害の賠償の責めに任じなければならない。 

(ｲ) 民間事業者は、民間事業者の責に帰すべき事由により、本契約に定める納入期日

を遅延したときは、遅延金として納入期日の翌日から履行完了までの遅延日数１

日につき契約金額の年３パーセントの割合で計算した額を農林水産省の指定する

期間内に納付しなければならない。 

(8) 民間事業者における業務の具体的な実施体制及び実施方法 

ア 本事業の実施に当たっては、水産物流通調査事務局を設置し、調査における業務工

程を一貫して対応するため、プロジェクトマネージャー（事務局責任者）１名、プロ

ジェクトサブリーダー１名の下に業務実務窓口兼報告担当者４名、調査員管理担当

者３名、システム開発・維持管理担当者２名を配置する組織体制で業務を遂行する。 

イ 本契約に係る業務について入札実施要項等に従い、適切に実施する。 


